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資料　１

第６期障害福祉計画・第２期障害児計画策定工程表（修正案）
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第６期青梅市障害福祉計画・第２期青梅市障害児福祉計画素案の概要 資料２－１

１．基本指針見直しの主なポイント 青梅市計画の内容 記載ページ

① 地域における生活の維持及び継続の推進 地域生活支援拠点の整備・機能の充実 16

② 福祉施設から一般就労への移行等 成果目標の設定 17

③ 「地域共生社会」の実現に向けた取組 地域生活支援事業の充実・推進 26

④ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
当事者および保健・医療・福祉に携わる方を含む様々な関係者が、情報
共有や連携を行う場の構築を検討

16

⑤ 発達障害者等支援の一層の充実 ペアレントプログラムやペアレントトレーニングの体制の確保 16

⑥ 障害児通所支援等の地域支援体制の整備 児童発達支援センターの検討 35

⑦ 相談支援体制の充実・強化等 基幹相談支援センターの検討 16

⑧ 障害者の社会参加を支える取組 地域活動支援センター事業の充実 29

⑨ 障害福祉サービス等の質の向上
障害者自立支援審査支払システム等による審査結果の分析、共有体制の
構築・職員２人の研修受講

17

⑩ 障害福祉人材の確保
福祉の仕事のやりがいや魅力を感じることができるようなイベントの実
施や、学校等と連携した理解促進の取組等

17

２．成果目標（計画期間が終了するＲ５年度末の目標）

① 施設入所者の地域生活への移行

ア 地域移行者数：Ｒ元年度末施設入所者の６％以上 元年度末114人の６％→６人 16

イ 施設入所者数：Ｒ元年度末の１．６％以上削減 ０％・・・入所待機者の新規入所で差し引き０ 16

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
当事者および保健・医療・福祉に携わる方を含む様々な関係者が、情報
共有や連携を行う場の構築を検討（既存会議の拡充を検討）

17

③ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実

ア
各市町村又は各圏域に少なくとも１つ以上確保しつつ年1回以上運用状況を検証、
検討

地域生活支援拠点等の面的整備および充実を検討 17

④ 福祉施設から一般就労への移行等

ア 一般就労への移行者数： Ｒ元年度の１．２７倍 元年度末９人の1.27倍→１１人 17

イ うち移行支援事業：1.30倍、就労Ａ型：1.26倍、就労Ｂ型：1.23倍（新）
移行支援事業：1.30倍→３人、就労Ａ型：1.26倍→２人
就労Ｂ型：1.23倍→６人

17

ウ 就労定着支援事業利用者：一般就労移行者のうち、7割以上の利用（新） ５年度の一般就労移行者数１１人の７割→７人 18

エ 就労定着率８割以上の就労定着支援事業所：７割以上（新） 就労移行支援事業所２か所の７割→１か所 18

⑤ 障害児支援の提供体制の整備等

ア 児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1カ所設置 ５年度末までに１か所 36

イ 保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で構築 民間事業者の活用を検討 39

ウ
主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所、放課後等デイサービスを各
市町村に少なくとも１カ所確保

確保済み

エ
・医療的ケア児支援の協議の場（都道府県、圏域、市町村ごと）の設置及的ケア
児等に関するコーディネータの配置（一部新）

協議の場の設置および医療的ケア児コーディネーターの配置を検討 37

⑥ 相談支援体制の充実・強化等【新たな項目】

ア
各市町村又は各圏域で、相談支援体制の充実・強化に向けた体制を確保障害福祉
サービス等の質の向上【新たな項目】

自立支援協議会のネットワーク活用
基幹相談支援センターの整備に向けた検討

17

イ 各都道府県や各市町村において、サービスの質の向上を図るための体制構築
障害者自立支援審査支払システム等による審査結果の分析、共有体制の
構築・職員２人の研修受講

16
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第１部 計画の策定に当たって 
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第１部 計画の策定に当たって 
 

１ 計画策定の趣旨・背景 

青梅市では、これまで５期にわたり障害福祉計画を策定し、平成３０年度には、障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律（平

成二十八年法律第六十五号。「障害者総合支援法等一部改正法」という。）が施行され、青梅市

においても、第１期障害児福祉計画（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十三

条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画を言う。）の策定を行い、障害児通所支援お

よび障害児入所支援、ならびに障害児相談支援の提供体制を整備し、円滑な実施を推進してい

くことになりました。 

令和元年度には、第 5 期青梅市障害者計画を策定し、令和２年度から令和５年度における障

害者のための基本的な施策を定めました。本計画は、計画の進捗状況や近年の障害者施策等の

動向を踏まえて、第５期障害者計画の実施計画として、令和３年度から令和５年度を計画期間

とし、第６期青梅市障害福祉計画および第２期青梅市障害児福祉計画を一体的に策定するもの

です。 
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２ 計画の位置付け・性格  

青梅市における行政計画の体系では、青梅市総合長期計画が最上位に位置付けられる計画で

あり、総合長期計画の実現のために、個別の行政計画が策定され、施策が実施されています。 

健康福祉分野においては、その基本となる計画として「青梅市地域福祉計画」があり、健康

福祉分野の個別の計画のひとつとして、障害者計画および障害福祉計画・障害児福祉計画があ

ります。障害者計画および障害福祉計画・障害児福祉計画は、高齢者福祉計画・介護保険事業

計画、健康増進計画、食育推進計画とともに、福祉分野の重要な計画となっています。 

障害福祉計画は、障害者の「生活支援」に関わる事項のうち、障害福祉サービスに関する３

年間の実施計画的な位置付けであり、「障害者総合支援法」にもとづく計画です。 

   障害児福祉計画は、障害児の「生活支援」に関わる事項のうち、障害児福祉サービスに関す

る３年間の実施計画的な位置付けであり、「児童福祉法」にもとづく計画です。 

 

  ■計画の位置付け 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【 国 】 

障害者基本法 

 

障害者総合 

支援法 

 

児童福祉法 

等 

【 東京都 】 

障害者計画 

 

障害福祉計画 

 

障害児福祉計画 

等 

整合 

整合 

整合 

 

 

 

 

青梅市総合長期計画 
みどりと清流、歴史と文化、ふれあいと活力のまち 青梅 

―ゆめ・うめ・おうめ― 

青梅市地域福祉計画 

・青梅市子ども・子育て支援事業計画 

・青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画 

・青梅市健康増進計画 

・青梅市食育推進計画 

        等 

整合・連携 

青梅市障害者計画 

青梅市障害福祉計画・青梅市障害児福祉計画 
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３ 計画の期間  

第６期青梅市障害福祉計画および第２期青梅市障害児福祉計画の計画期間は、令和３年度を

初年度とし、令和５年度を目標年度とする３か年の計画とします。 

 

■障害福祉計画・障害児福祉計画の計画期間 

 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

障害者計画 
 

     
   

障害福祉計画       
   

障害児福祉計画       
   

 
 

 

 

 

第４期 第５期 

第１期 

第４期 第５期 第６期 

第２期 
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4 青梅市の障害者の現状と前計画の振り返り 

（1）障害者の推移と傾向 

  ア 障害者全体の推移と傾向 

    障害者の推移をみると、年園増加しており、令和元年度においては、難病認定

者を含め、８，５６５人となっています。身体障害者はわずかな減少傾向、知的障害者、

精神障害者、難病いずれも増加傾向にある中、精神障害者の増加が顕著であり、平成２７

年度と比較し、６１３人増加しています。 

 

 

 

区  分 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 伸び率 

青梅市人口 137,052 人 136,750 人 135,986 人 135,248 人 134,086 人 97.8％ 

障害者数 8,043 人 8,282 人 8,497 人 8,327 人 8,565 人 106.5％ 

 
身体障害者 4,440 人 4,471 人 4,424 人 4,354 人 4,350 人 98.0％ 

 
知的障害者 1,006 人 1,046 人 1,082 人 1,126 人 1,197 人 119.0％ 

 
精神障害者 1,060人 1,172人 1,249人 1,353人 1,439人 135.8％ 

 
難病 1,537 人 1,593 人 1,742 人 1,494 人 1,579 人 102.7％ 

※伸び率は、令和元年度における平成 27 年度比 

※統計上、各障害者手帳所持者を障害者児としており、難病については、難病医療費等

助成制度認定者数を計上している。 

 

 

 

（人） 
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  イ 身体障害者の推移と傾向 

身体障害者の推移をみると、令和元年度においては、４，３５０人となってい

ます。肢体不自由、視覚障害は減少傾向にあり全体として微減少傾向にあります

が、内部障害、聴覚障害は増加傾向にあります。内部障害は、主として心臓機能

障害や腎臓機能障害が多いため、高齢化の影響により増加しているものと推測さ

れます。 

 

 

 

  ウ 知的障害者の推移と傾向 

知的障害者の推移を見ると、令和元年度においては、１，１９７人となっており、

年々増加している状況にあります。認定別に見ると、４度（軽度）の方が最も多く

増加しており、平成２７年度に比べ、２８２人増加しています。 

 

（人） 

4,440 4,471 4,424 4,354 4,350 

（人） 

1,006 1,046 1,082 
1,126 

1,197 
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  エ 精神障害者の推移と傾向 

精神障害者の推移を見ると、令和元年度においては、１，４３９人となってい

ます。他の障害と比較し、増加が顕著であり、平成２７年度に比べて、４６１人

（伸び率：約１３５．８％）となっています。また、認定別に見ると、２級、３

級が増加しており、１級は微減少傾向にあります。 

 

 

 

（２）障害児の推移と傾向 

  ア 障害者全体の推移と傾向 

手帳を所持する障害児は、令和元年度においては、３７０人となっており、知的

障害が増加しており、全体として増加傾向です。発達の遅れやつまずきなどがあっ

たとしても、障害者手帳を取得するとは限らないため、手帳を所持していなくても

支援を必要としている子どももいますが、統計的な把握は困難となっています。 

 

（人） 

978 1,014 1,060 
1,172 

1,249 
1,353 

1,439 

330 329 335 
353 370 

（人） 
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区  分 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 伸び率 

18 歳未満人口 20,498 人 20,160 人 19,497 人 19,041 人 18,366 人 89.6％ 

障害児数 330 人 329 人 335 人 353 人 370 人 121.2％ 

 
身体障害児 90 人 81 人 87 人 92 人 91 人 101.1％ 

 
知的障害児 240 人 248 人 248 人 261 人 279 人 116.3％ 

※18 歳未満の人口は、各年度１月１日現在の人口を計上している。 

※障害児の数は、各障害に関する手帳を所持している 18 歳未満の各年度末の数を計上

している。 

 

  イ 身体障害児の推移と傾向 

身体障害児の推移を見ると、令和元年度では、91 人となっています。認定別

に見ると、１、２級の占める割合が多く、重度の障害児が多くなっています。 

 

 

  ウ 知的障害児の推移と傾向 

身体障害児の推移を見ると、令和元年度では、279 人となっています。認定別

に見ると、4 度（軽度）の占める割合が多く、軽度の障害児が多くなっています。 

 

 

（人） 
90 

81 87 92 91 

（人） 

240 248 248 261 279 



 

12 
 

（３）第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画におけるサービスの利用

状況、取組の振り返り 

第５期障害福祉計画および第１期障害児福祉計画に示した平成３０年度から令和２年度ま

での３か年における支援の種類ごとに事業量見込みと実績については以下のとおりです。 

 

ア 障害福祉サービスの実施状況（第５期障害福祉計画） 

・ 訪問系サービスでは、居宅介護や重度訪問介護、同行援護の利用者数が増加傾にあり

ます。一方、利用時間としては、重度訪問介護を除き、それほど伸びが高い状況にあり

ません。 

・ 訪問系サービスでは、居宅介護や重度訪問介護、同行援護の利用者数が増加傾にあり

ます。一方、利用時間としては、重度訪問介護を除き、それほど伸びが高い状況にあり

ません。 

・居住系サービスや相談支援では、計画相談、地域移行支援、地域定着支援などの相談支

援や共同生活援助が増加傾向にある一方、施設入所支援は横ばいとなっています。 

 

イ 地域生活支援事業の実施状況 

・日常生活用具給付は増加傾向にありますが、手話通訳者・要約筆記者派遣事業や情報・

意思疎通支援用具などのコミュニケーションに関するサービスの利用は減少傾向にあり

ます。 

 

ウ 障害児向けサービスの実施状況（第１期障害児福祉計画） 

・児童発達支援は急増し、放課後等デイサービスの利用は市内に新規事業所が増えたこと

により増加しています。また、放課後等デイサービス事業の質の向上に対する取組とし

て、市内事業所の連絡協議会を立ち上げ、情報共有、支援力向上のための研修会等を開

催しました。一方、医療型児童発達支援や居宅訪問型児童発達支援や保育所等訪問支援

は、市内および近隣に事業所が無いことから利用はありませんでした。 
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第 2 部 障害福祉計画 
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第 2 部 障害福祉計画 

 

１ 成果目標の設定  

（１）施設入所者の地域生活への移行 

国は、令和 5 年度末における地域生活に移行する者の数値目標を設定するに当たり、令和元

年度末時点の施設入所者の６％以上の削減を基本として、これまでの実績および地域の実情を

踏まえて設定するよう求めています。 

青梅市の現状としては、既に施設を必要とする人が施設を利用しており、地域生活へ移行す

る人がいても新たに施設入所を希望される人もいることなどを踏まえ、令和 5 年度末における

削減見込みは「０人」、地域生活移行者数は「6 人程度」と設定しました。 

 

※児童福祉法の改正により、18 歳以上の入所者について、障害者総合支援法にもとづく障害

者支援施設等として利用させることとした施設を除いて設定しました。 

 

項  目 数  値 考 え 方 

令和元年末時点の入所者

数（Ⅰ） 
114 人 令和 2 年３月 31 日の施設入所者数 

目標年度入所者数 

（Ⅱ） 
114 人 令和 5 年度末時点の施設入所者数 

【目標値】削減見込み 

（Ⅰ－Ⅱ） 
0 人 

既存入所の減と、新規入所者の増の差し引き 

（国の目標は 1.6％以上削減） 

【目標値】 

地域生活移行者数 

6 人 

6％ 

施設入所からグループホーム等へ移行者数 

(令和2年３月31日の施設入所者数の6％) 
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（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

国は、長期入院精神障害者の地域移行を進めるに当たっては、精神病院や地域援助事業者に

よる努力だけでは限界があり、自治体を含めた地域精神保健医療福祉の一体的な取り組みの推

進に加え、地域住民の協力を得ながら、差別や偏見のない、あらゆる人が共生できる包摂的（イ

ンクルーシブ）な社会を構築していく必要性を求めています。 

青梅市では、当事者および保健・医療・福祉に携わる方を含む様々な関係者が、情報共有や

連携を行う場の構築を検討します。 

 

（3）障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、地域生活支援 

拠点等の整備、機能の充実 

国は、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域が抱える課題に向き合い、

地域で障害児者やその家族が安心して生活するため、緊急時にすぐ相談でき、必要に応じて

緊急的な対応が図られる体制として、地域生活支援拠点等の積極的な整備を推進していくこ

とが必要性を求めています。 

青梅市では、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域で障害児者やその家

族が安心して生活するための、地域生活支援拠点等の面的整備および充実を検討します。 

 

（４）相談支援体制の充実・強化等 

国は、相談支援体制を充実・強化するため、令和 5 年度末までに、総合的・専門的な相談支

援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを求めています。 

青梅市では、地域の相談機関との連携強化の取組として、障害者地域自立支援協議会を通じ

た相談支援事業者と市の意見交換や、相談支援事業所連絡会当による事業者間のネットワーク

の構築も含めた、総合相談・専門相談・権利擁護・地域移行等、相談支援の中核的役割を担う

機関である基幹相談支援センターの整備の在り方について引き続き検討します。 

 

（５）発達障害者等に対する支援の充実 

国は、発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者等及びその家族等への支援が重

要であることから、保護者等が子どもの発達障害の特性を理解し、必要な知識や方法を身につ

け、適切な対応ができるよう、ペアレントプログラムやペアレントトレーニング等の発達障害

者等及びその家族に対する支援体制を確保することを求めています。 

青梅市では、関係機関と連携し、ペアレントプログラムやペアレントトレーニングの体制の

確保に向けた検討をします。 
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（６）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組にかかる体制の強化 

国は、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行なえるよう、東京都が実施す

る障害福祉サービス等にかかる研修その他の研修への職員の参加人数の見込みを設定するこ

と、また、障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果を活用し、

事業所や関係自治体等と共有する体制の構築を求めています。 

青梅市では、毎年、障がい者福祉課職員２人の研修受講を目標とし、審査結果の分析、共有

体制の構築についての検討を進めます。 

障害福祉サービス等を担う人材の確保は、現在も多くの事業所等で課題となっています。青

梅市では、福祉の仕事のやりがいや魅力を感じることができるようなイベントの実施や、学校

等と連携した理解促進の取組等を行い、福祉人材の確保に努め、障害者の特性に応じた適切な

支援が提供できるよう、障害福祉サービスの質の向上を図ります。 

 

（７）福祉施設から一般就労への移行 

  ア 就労移行支援事業所等を通じた一般就労への移行者数 

国は、目標の設定に当たっては、今般の傾向等を踏まえつつ、これまでの実績および地域の

実情を踏まえて設定するよう求めています。 

青梅市は、これまでの実績および地域の実情を踏まえつつ、令和５年度末までに令和元年度

実績の１．２７倍以上の一般就労への移行実績者数を設定しました。 

項  目 数 値 考 え 方 

令和元年度の 

一般就労移行者数 
９人 

令和元年度において福祉施設を通じて、一般就労し

た方の数 

うち、就労移行支援利用者 2 人 
令和元年度において就労移行支援利用して一般就労

した方の数 

うち、就労継続支援Ａ型 2 人 
令和元年度において就労継続支援Ａ型を利用して一

般就労した方の数 

うち、就労継続支援Ｂ型 5 人 
令和元年度において就労継続支援Ｂ型を利用して一

般就労した方の数 

【目標値】目標年度における 

一般就労移行者数 

11 人 

1.27 倍 

令和５年度において福祉施設を通じて、一般就労す

る方の数 

 うち、就労移行支援利用者 
3 人 

1.30 倍 

令和５年度において就労移行支援事業所等を通じ

て、一般就労する方の数 

 うち、就労継続支援Ａ型 
2 人 

1.26 倍 
令和５年度において就労継続支援Ａ型を通じて、一

般就労する方の数 

 うち、就労継続支援 B 型 
6 人 

1.23 倍 

令和５年度において就労継続支援Ｂ型を通じて、一

般就労する方の数 
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イ 就労定着支援事業の利用者数 

国は、障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用者数およ

び事業所ごとの就労定着率の設定を図ることとし、就労定着支援事業の利用者数については、

各地域の事業所数等を踏まえて、令和 5 年度末における就労移行支援事業所等を通じて一般就

労する利用者の 7 割が就労定着支援を利用するように求めています。 

青梅市は、これまでの実績および地域の実情を踏まえて、令和 5 年度末における就労移行者

の 7 割以上が就労定着支援事業を利用すると設定しました。 

 

項  目 数  

値 

考 え 方 

令和元年度末の 

就労移行支援事業の利用者数 
70 人 

令和元年度において就労移行支援事業を利用した方の

数 

【目標値】目標年度の 

就労移行支援事業の利用者数 
80 人 

令和元年度において就労移行支援事業を利用する方の

数 

令和 5 年度末の就労移行者数 １１人 
令和 5 年度において就労定着支援事業を利用して一般

就労する方の数（見込み） 

【目標値】目標年度の 

就 労 定 着 支 援 事 業 の 利 用 者 数 

7 人 

70.0％ 

令和 5 年度における就労移行者のうち 7 割以上が就労

定着支援事業を利用 

 

ウ 就労定着支援の事業所ごとの定着率 

国は、令和 5 年度末において、就労移行支援事業所の利用者の就労定着率が８割以上の事業

所を全体の７割以上に設定するよう求めています。 

青梅市では、一般就労の定着を推進していくため、全就労定着支援事業所において、就労移

行率が８割以上の事業所を全体の７割以上に設定しました。 

 

項  目 数  値 考 え 方 

令和 5 年度末の 

就労定着率が８割以上の事業所数 
1 か所 

青梅市内の就労定着支援事業所（2 か所）

の７割以上 

 

エ 就労定着支援による職場定着率 

 国は、障害者の就労定着を推進するため、就労定着支援事業の定着率を、各年度における就

労定着支援による支援開始１年後の職場定着率を 80％とすることを基本としています。 

青梅市においても、就労定着に向けた支援を、就労支援センター等と連携を図りながら、各

年度における支援開始１年後の定着率を、国の目標と同じ 80％に設定しました。 
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２ サービス等の見込量およびその確保策  

第６期障害福祉計画は、令和元年度までの実績および令和２年度の見込数を参考に想定され

る需要量としてサービス見込量を算定しています。 

（１）訪問系サービス 

【事業の概要】 

事業名 内  容 

居宅介護 居宅における入浴、排せつ、食事の介護などを提供します。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由で、常時介護を要する方に対し、居宅における入浴、排せ

つ、食事の介護などから、外出時の移動の介護を総合的に行うサービスを提

供します。 

同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害のある方に対し、外出時に

同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等のサービスを

提供します。 

行動援護 

知的障害または精神障害により、行動上著しい困難がある方で常時介護を必

要とする方に対し、行動の際に生ずる危険を回避するための援護や、外出時

の移動中の介護などのサービスを提供します。 

重度障害者等 

包括支援 

常時介護を必要とする方で、介護の必要の程度が著しく高い方に対し、居宅

介護をはじめとする福祉サービスを包括的に提供します。 

 

【サービス見込量】 

計画 単位 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

見込み 

第 6 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

居宅介護 人/月 118 119 120 121 122 

重度訪問介護 人/月 9 9 10 10 11 

同行援護 人/月 83 83 85 87 89 

行動援護 人/月 26 26 28 30 32 

重度障害者等 

包括支援 
人/月 0 0 0 0 0 

合計 
時間/月 2,701 2,571 2,630 2,689 2,748 

人/月 236 237 243 248 254 
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【サービス見込量の考え方】 

令和元年度までの利用実績および令和 2 年度の見込数をもとに、利用者数や障害者手帳所持

者数の推移を踏まえて、見込量を設定しました。 

 

【見込量の確保策の考え方】 

居宅介護サービスを提供する事業者は、ほぼ充足しています。今後も、サービス利用者の増

加や施設入所者の地域移行等の進行を見込みながら、その他のサービスを含めサービス利用の

増加に対応していきます。このため、事業者には、国や東京都からの情報の提供を行うなど、

今後見込まれるサービスの需要の確保を図ります。 

あわせて、サービスの質の向上を図るため、事業者に対し、技術・知識の向上を目的とした

研修会や講演会等の情報提供について必要な支援を行います。 

また、利用者に対しては、東京都などの情報を利用して、障害者が利用するサービスを選択

する幅を広げるための事業者情報の提供に努めます。 
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（２）日中活動系サービス 

【事業の概要】 

事業名 内  容 

生活介護 

常時介護を必要とする方に対し、主に昼間、障害者支援施設などで行われる

入浴、排せつ、食事の介護や、創作活動または生産活動の機会の提供などの

サービスを提供します。 

自立訓練 

（機能訓練） 

身体機能・生活能力の維持・向上等の支援の必要な身体障害者に対し、身体

機能のリハビリテーション、歩行訓練、コミュニケーションや家事などの訓

練、日常生活上の相談支援、就労移行支援事業所等の関係サービス機関との

連絡調整等の支援を行います。 

自立訓練 

（生活訓練） 

生活能力の維持・向上等の支援が必要な知的障害者・精神障害者に対し、食

事や家事などの日常生活能力を向上するための支援、日常生活上の相談支援、

就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援を行いま

す。 

就労移行支援 

就労を希望する対象者に、定められた期間、生産活動・その他活動の機会の

提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等の

支援を行います。 

就労継続支援 

（Ａ型） 

雇用契約にもとづく就労の機会を提供します。また、一般就労に必要な知識・

能力が高まった場合には、一般就労への移行に向けた支援を行います。 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

就労の機会や生産活動の機会を提供します。また、知識・能力が高まった方

については、就労への移行に向けた支援を行います。 

就労定着支援 
就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連携調整等を

一定の期間にわたり支援を行います。 

療養介護 

医療を要する障害者で常時介護を要する方に対し、主に昼間、病院、その他

の施設などで行われる機能訓練、療養上の管理、医学的管理の下での介護や

日常生活上のサービスを提供します。 

短期入所 
介護者が病気などの理由により、障害者支援施設等への短期間の入所が必要

な方に、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。 
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【サービス見込量】 

計画 単位 
令和元度 

実績 

令和 2 年度 

見込み 

第 6 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

生活介護 人/月 248 253 258 263 268 

自立訓練 

（機能訓練） 
人/月 2 2 2 3 3 

自立訓練 

（生活訓練） 
人/月 10 10 12 12 13 

就労移行支援 人/月 70 65 70 75 80 

就労継続支援 

（Ａ型） 
人/月 35 35 37 39 41 

就労継続支援 

（Ｂ型） 
人/月 324 320 325 330 335 

就労定着支援 人/月 28 35 40 45 50 

療養介護 人/月 13 14 14 15 15 

短期入所 人/月 119 108 125 130 135 

 

【サービス見込量の考え方】 

令和元年度までの利用実績および令和 2 年度の見込数をもとに、利用者数の推移を踏まえて、

見込量を設定しました。 

 

【見込量の確保策の考え方】 

市内に必要な施設や不足が見込まれるサービスについては、国や東京都の施策を活用しなが

ら既存の事業者によるサービスの拡充を支援するとともに、新たな事業者の開拓・支援などを

検討し、サービス量が確保されるような施策を検討します。 

障害のある方で、就労を希望する方を支援するために設置した就労支援センターを有効に活

用し、引き続き、民間企業、福祉施設等と公的機関が連携し、就労に関する支援の充実を図り

ます。 
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（３）居住系サービス 

【事業の概要】 

事業名 内  容 

自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしに移行した、障害者に

対し、一定期間にわたり定期的な巡回訪問等を行い、障害者の理解力、生

活力等を補う支援を行います。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

就労し、または就労継続支援等の日中活動を利用している障害者に対し、

地域において自立した生活を営む上で必要な家事などの支援、相談支援等

を行います。 

施設入所支援 

障害者支援施設における、生活介護または自立訓練、就労移行支援の対象

者に対し、主に夜間において必要な入浴、排せつ、食事の介護などを提供

します。 

   

【サービス見込量】                          

計画 単位 
令和元年度 

実績 

令和 2 年度 

見込み 

第 6 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

自立生活援助 人/月 1 2 3 4 5 

共同生活援助  

（グループホーム） 
人/月 182 185 190 195 200 

施設入所支援 人/月 114 114 114 114 114 

   

【サービス見込量の考え方】 

令和元年度までの利用実績および令和 2 年度の見込数をもとに、利用者数の推移を踏まえて、

見込量を設定しました。 

  

【見込量の確保策の考え方】 

サービスの提供に向けて、事業者への情報提供や利用者からの相談に応ずる体制を強化する

とともに、共同生活援助（グループホーム）の利用促進について、設置数が増加傾向にありま

す。青梅市における福祉施設等の配置のあり方に関する方針にもとづき、市民利用や重度障害

の方の受入れが可能なグループホームの設置について、民間事業者に対し情報提供等の支援を

図ります。 
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（４）相談支援 

【事業の概要】 

事業名 内  容 

計画相談支援 

対象者は、障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用する全ての障害者で

す。サービス内容は、次のとおりです。 

支給決定時は、 

① 支給決定または支給決定の変更前に、サービス等利用計画・障害者支

援利用計画案を作成 

② 支給決定または変更後、事業者等との連絡調整、計画の作成 

支給決定後は、 

① 一定の期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い計画の見直しを

行う。（モニタリング） 

② 事業者等との連絡調整、支給決定または支給決定の変更にかかる申請

の勧奨 

地域移行支援 

対象者は、障害者支援施設等に入所している障害者または精神科病院に入院

している精神障害者です。 

サービス内容は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活

動に関する相談などで、支援期間は、６か月から 12 か月です。 

地域定着支援 

対象者は、独り暮らしに移行した方、地域生活が不安定な方などで、その他

家族等の状況等により同居している家族による支援を受けられない障害者で

す。 

サービス内容は、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊

急の事態等の相談などで、支援期間は、12 か月以内です。 

 

【サービス見込量】）は内数 

計画 単位 
令和元年度 

実績 

令和 2 年度 

見込み 

第 6 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

計画相談支援 人/月 1,606 1,650 1,722 1,780 1,820 

地域移行支援 人/月 4 4 4 5 6 

地域定着支援 人/月 0 1 2 3 5 
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【サービス見込量の考え方】 

（計画相談支援） 

障害福祉サービスおよび地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の利用者数等を勘案

し、原則として、３年間で計画的に全ての障害福祉サービスおよび地域相談支援の利用者を計

画相談支援の対象として、利用者数を見込みました。 

 

（地域移行支援） 

福祉施設の入所者および入院中の精神障害者の人数や地域生活への移行者数等を勘案して、

利用者数を見込みました。 

※ 地域移行支援については、入所または入院前の居住地を有する市町村が実施主体となるた

め、入院または入所前の居住地の市町村が、対象者数を見込みます。 

 

（地域定着支援）  

地域移行支援を受けた独り暮らしの方や、家庭の状況等により同居している家族による支援

を受けられない方を勘案して、利用者数を見込みました。 

 

【見込量の確保策の考え方】 

事業者による計画相談支援の充実を図り、地域移行支援や地域定着支援を検討します。 

サービスの趣旨を踏まえ、事業者と利用者の間に立った、公平で公正な計画相談支援が行え

るよう、関係機関と連携を図ります。 

事業者や施設、民生委員・児童委員などからの情報を活かし、利用者が求める必要なサービ

ス利用が図れるような体制づくりを推進します。 

サービスの利用促進のための周知、広報活動に努めます。 
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３ 地域生活支援事業 

【事業の概要】 

事業名 内  容 

必

須

事

業 

①相談支援事業 

地域の障害者等の福祉に関する問題について、障害者等、障害児の保護

者または障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供

および助言を行い、事業者等との連絡調整（サービス利用支援および継

続サービス利用支援に関するものを除く。）などの便宜を総合的に提供し

ます。 

②コミュニケー

ション支援事業 

意思の伝達に支援が必要な障害者等に対して、手話通訳等を派遣する事

業などを行います。 

③日常生活用具

費給付等事業 

日常生活における便宜を図るため、障害者等に補装具以外の機器で自立

した日常生活を支援する用具費の給付および用具の貸与を行います。 

④移動支援事業 
自立支援給付の対象とならないケースでの外出時の円滑な移動を支援

し、自立生活や社会参加を促します。 

⑤地域活動支援

センター事業 

創造的な活動や、生産活動など様々な活動を支援する場としての機能を

強化するとともに、専門職員等を配置して、医療・福祉・地域との連携

を強化し、障害者の地域生活を支援します。 

⑥成年後見制度

利用支援事業 

成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で、制度

の利用に要する費用について補助を受けなければ制度の利用が困難な障

害者に対して、経費の一部を助成し利用の促進を図ります。 

そ

の

他

事

業 

⑦日中一時支援

事業 

日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障害者等

に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練など

を行います。 

⑧自動車運転教

習費補助事業 

障害者が自動車運転免許を取得する際に要する費用の一部を補助するこ

とにより、心身障害者の日常生活の利便および生活圏の拡大を図ります。 

⑨自動車改造費

補助事業 

障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要す

る経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り

ます。 

⑩点字図書給付

等事業 
希望する図書の点字変換費用の補助を行います。 

⑪奉仕員等養成

事業 

手話奉仕員（通訳者）、要約に必要な技術などを習得した要約筆記奉仕員、

点訳または朗読に必要な技術を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕員等を養

成する研修を実施します。 

⑫就労支援セン

ター事業 

障害者の企業就労等を支援するため、就労支援や生活支援のコーディネ

ーターを配置し、必要な相談、情報提供、支援等を総合的に行います。 
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【サービス見込量】 

①相談支援事業 

計画 単位 
令和元年度 

実績 

令和 2 年度 

見込み 

第 6 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

相談支援事業 相談件数 7,507 7,580 7,660 7,740 7,820 

 

 ＜実施に向けての考え方＞ 

障がい者サポートセンターでは、一般相談支援をはじめ、高次脳機能障害や発達障害等の相

談支援体制の充実を図り、個々の障害特性を考慮した相談支援体制を維持し、地域における障

害者の相談支援ネットワークの拡大に向けて取り組みます。 

   令和元年度までの実績および令和２年度の見込み数を踏まえ、今後の利用見込みを設定しま

した。 

 

 

②コミュニケーション（意思疎通）支援事業 

計画 単位 
令和元年度 

実績 

令和 2 年度 

見込み 

第 6 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

コミュニケーショ

ン支援事業 

人 183 122 180 183 185 

時間 330 207 324 330 334 

 

 ＜実施に向けての考え方＞ 

令和元年度までの実績および令和 2 年度の見込数を踏まえて、引き続き、必要な施策を実施

し事業の充実を図ります。 
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③日常生活用具費給付等事業 

計画 単位 
令和元年度 

実績 

令和 2 年度 

見込み 

第 6 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

日常生活用具費 

給付等事業 
件 3,349 3,485 3,659 3,805 3,957 

 

 ＜実施に向けての考え方＞ 

令和元年度までの実績および令和 2 年度の見込数を踏まえて、引き続き、必要な施策を実施

し、事業の充実を図ります。 

技術の進歩、発展による日常生活用具の機能向上に対し柔軟な対応を図る事業体制の整備に

努めます。 

国や東京都の新たな取組による施策を活用して、必要に応じた支援を検討し、可能な範囲で

実施します。 

 

 

④移動支援事業 

計画 単位 
令和元年度 

実績 

令和 2 年度 

見込み 

第 6 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

移動支援事業 
人 158 158 162 166 200 

時間 12,608 12,640 12,880 13,280 16,000 

 

 ＜実施に向けての考え方＞ 

令和元年度までの実績および令和 2 年度の見込数を踏まえて、引き続き、必要な施策を実施

します。 
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⑤地域活動支援センター事業 

計画 単位 
令和元年度 

実績 

令和 2 年度 

見込み 

第 6 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

地域活動支援 

センター事業 
か所 1 1 1 1 1 

 

 ＜実施に向けての考え方＞ 

地域活動支援センターの基礎的事業や機能強化事業を実施してきた、障がい者サポ

ートセンター事業の充実を図り、障害者支援事業所等に情報の提供や支援を行う体制

を強化し、障害者の自立に向けた生活支援を引き続き実施します。 

基礎的事業は、創作的活動や生産活動、社会との交流促進など多様な活動機会の提

供を充実します。 

機能強化事業（I 型）は、保健師、社会福祉士、作業療法士、精神保健福祉士等の専

門職員の配置による相談支援事業の強化や、福祉および地域の社会基盤との連携の強

化、地域住民ボランティアの育成や障害者への理解のための普及啓発等の事業を引き

続き実施します。 

また、障害者（児）とその家族、地元住民、学校など、地域と連携したネットワー

クの整備を充実します。 

 

 

 

⑥成年後見制度利用支援事業 

計画 単位 
令和元年度 

実績 

令和 2 年度 

見込み 

第 6 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

成年後見制度 

利用支援事業 
件 0 4 5 5 6 

 

 ＜実施に向けての考え方＞ 

令和元年度までの実績および令和 2 年度の見込数を踏まえて、引き続き、必要な施策を実施

します。 

障害者の判断能力等を勘案して、補助、保佐、後見など、必要な支援を行います。 



 

30 
 

⑦日中一時支援事業 

計画 単位 
令和元年度 

実績 

令和 2 年度 

見込み 

第 6 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

日中一時支援 

事業 

人 16 20 23 25 28 

日 158 100 150 152 160 

 

 ＜実施に向けての考え方＞ 

令和元度までの実績および令和 2 年度の見込数を踏まえて、今後の利用見込量を設定しまし

た。 

需要に対してサービスの供給が少ない事業であることから、今後とも、国や東京都の施策を

活用し、必要に応じて事業者への支援を検討し、可能な範囲で供給の拡大を図ります。 

 

 

 

⑧自動車運転教習費補助事業 

計画 単位 
令和元年度 

実績 

令和 2 年度 

見込み 

第 6 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

自動車運転教習費 

補助事業 
件 1 3 4 5 6 

 

 ＜実施に向けての考え方＞ 

令和元年度までの実績および令和 2 年度の見込数を踏まえて、引き続き、障害のある方の社

会参加に向けて自動車運転教習費の補助を実施します。 
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⑨自動車改造費補助事業 

計画 単位 
令和元年度 

実績 

令和 2 年度 

見込み 

第 6 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

自動車改造費補助 

事業 
件 1 3 ４ ５ ６ 

 

 ＜実施に向けての考え方＞ 

令和元年度までの実績および令和 2 年度の見込数を踏まえて、引き続き、障害のある方の社

会参加に向けて自動車改造費の補助を実施します。 

 

 

⑩点字図書給付等事業 

計画 単位 
令和元年度 

実績 

令和 2 年度 

見込み 

第 6 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

点字図書給付等 

事業 
人 0 1 １ １ １ 

 

 ＜実施に向けての考え方＞ 

令和元年度までの実績および令和 2 年度の見込数を踏まえて、今後の利用見込量を設定しま

した。 

障害のある方の文化・教養享受の機会を確保するため、引き続き、点字図書給付等の助成を

実施します。 

 

⑪奉仕員等養成事業 

計画 単位 
令和元年度 

実績 

令和 2 年度 

見込み 

第 6 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

奉仕員等養成事業 
回 33 40 33 62 33 

人 36 40 40 60 40 

 

 ＜実施に向けての考え方＞ 

令和元年度までの実績および令和 2 年度の見込数を踏まえて、今後の修了者の見込量を設定

しました。 
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⑫就労支援センター事業 

計画 単位 
令和元年度 

実績 

令和 2 年度 

見込み 

第 6 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

就労支援センタ

ー事業 

雇用実績

（※１） 
46 40 48 51 53 

相談件数

（※２） 
5,885 5,980 5,985 6,035 6,085 

  ※１ 雇用実績については、２か年の登録制のため、一定の規模で推移すると想定しました。 

  ※２ 相談件数については、職場定着支援の増加を想定しました。 

職場定着目標率は、就労支援定着事業による支援開始 1 年後の職場定着率目標と同様の

80％とします。 

 ＜実施に向けての考え方＞ 

青梅市就労支援センターは平成 20 年 10 月に開設してから 13 年を迎え、その間、職業相

談、就職準備支援、ジョブコーチの派遣などの就労面の支援や日常生活支援、職業生活支援などの

生活面の支援などを中心に、障害のある方の企業就労を支援してきました。 

令和元年度までの実績および令和 2 年度の見込数を踏まえて、今後の利用見込量を設定しま

した。 

また、今後は、就労後の職業定着支援や、障害者の就労拡大のための企業開拓に向けて、特

別支援学校や関係機関との連携をさらに図り、継続した支援体制を整備します。 
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 障害児福祉計画 
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障害児福祉計画 

 

１ 成果目標の設定  障害児支援の提供体制の整備等 

（１）障害児に対する重層的な地域支援体制の構築 

都道府県の障害保健福祉圏域別の障害児通所支援および障害児相談支援の状況からみると、

児童発達支援や放課後等デイサービス、障害者相談支援の事業所は、ほとんどの圏域において、

少なくとも１か所以上が指定されている状況にあります。しかしながら、児童発達支援を行う

事業所のうち、児童発達支援に加え、保育所等訪問支援などの地域支援を行い、障害児支援の

中核的な施設となる児童発達支援センターについては、全ての圏域で配置されているという状

況に至っていません。また、保育所等訪問支援についても、すべての圏域で配置されていると

いう状況に至っていません。 

国は、令和５年度末までに、児童発達支援センターを各市町村（市町村単独が困難な時は圏

域）に少なくとも１か所設置、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を

構築することを目標として求めています。 

青梅市では、引き続き、既存施設の活用や民間事業者による対応などについて検討します。 

また、障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労

支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図ります。 

さらに、障害児が障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けられ

るようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるというインクル

ージョンの考え方にもとづき、地域社会への参加を推進します。 
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（２）医療的ニーズへの対応について 

障害児通所支援が整備されたとしても、医療的ニーズの高い重症心身障害児は、一般の障害

児通所支援で支援を受けることが難しい状況にあります。このため、重症心身障害児を主に支

援する事業所は少なく、身近な地域で支援が受けられる状況になっていません。 

国は、令和５年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課

後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも１か所以上確保する。また、令和５年度末ま

でに、各都道府県、各圏域および各市町村において、保健・医療・障害福祉・保育・教育等の

関係機関が連携を図るための協議の場を設けることを基本（市町村単独が困難な時は圏域）と

し、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置を求めています。 

   青梅市では、医療的ケア児支援のため、保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関が

連携を図る協議の場について引き続き検討します。 

また、医療的ケア児が必要とする他分野にまたがる支援の利用調整などの役割を担うコーデ

ィネーターの配置について検討します。 

 

 

（3）放課後等デイサービスの質の向上について 
障害児支援の量的整備とは別に、支援の質の向上が求められています。特に、放課後等デイ

サービスは、量的な拡大はしていますが、適切な発達支援が行われず単なる居場所となってい

る事例や、発達支援の技術が十分でない事業所が軽度の障害児を集めている事例があるとの指

摘があり、放課後等デイサービスガイドラインを活用した支援の質の向上が求められています。 

国は、放課後等デイサービスの質の向上を図るため、平成２７年４月に策定した放課後等デ

イサービスガイドラインを活用した成果目標について検討を求めています。 

青梅市では、平成３０年度に設置した、放課後等デイサービス事業所連絡協議会における活

動を充実させ、質の向上を図っていきます。 
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2 サービス等の見込量およびその確保策 

（1）相談支援 

【事業の概要】 

事業名 内  容 

計画相談支援 

対象者は、障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用する全ての障害児で

す。サービス内容は、次のとおりです。 

支給決定時は、 

① 支給決定または支給決定の変更前に、サービス等利用計画・障害児支

援利用計画案を作成 

② 支給決定または変更後、事業者等との連絡調整、計画の作成 

支給決定後は、 

① 一定の期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直し

を行う。（モニタリング） 

② 事業者等との連絡調整、支給決定または支給決定の変更にかかる申請

の勧奨 

 

【サービス見込量】                        （ ）は内数 

計画 単位 
令和元年度 

実績 

令和 2 年度 

見込み 

第 2 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

計画相談支援 人/月 24 40 48 51 53 

【サービス見込量の考え方】 

令和元年度までの利用実績および令和 2 年度の見込数をもとに、利用者数の推移を踏まえて、

見込量を設定しました。 

 

【見込量の確保策の考え方】 

事業者による計画相談支援の充実を図ります。 

サービスの趣旨を踏まえ、事業者と利用者の間に立った、公平で公正な計画相談支援が行え

るよう、関係機関と連携を図ります。 

事業者や施設、民生委員・児童委員などからの情報を活かし、利用者が求める必要なサービ

ス利用が図れるような体制づくりを推進します。 

サービスの利用促進のための周知、広報活動に努めます。 
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（2）障害児サービス 

【事業の概要】 

事業名 内  容 

児童発達支援 
障害児（未就学）が施設に通所し、日常生活における基本的な動作の指導お

よび集団生活への適用訓練を行います。 

医 療 型    

児童発達支援 

肢体不自由のある児童について、医療型児童発達支援センターまたは指定医

療機関等に通所または通院し、児童発達支援および治療を行います。 

放 課 後 等   

デイサービス 

学校（幼稚園および大学を除く。）に就学している障害児について、授業の終

了後または休日に児童発達支援センター等の施設に通所し、生活能力向上の

ために必要な訓練や社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 

保 育 所 等   

訪問支援 

保育所その他の集団生活を営む施設等に通う障害児について、当該施設を訪

問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専

門的な支援等を行います。 

居 宅 訪 問 型  

児童発達支援 

障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児につい

て、発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して日常生活における

基本的動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 

 

【サービス見込量】                         

計画 単位 
令和元年度 

実績 

令和 2 年度 

見込み 

第 2 期計画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

児童発達支援 人/月 24 45 50 55 60 

医 療 型     

児童発達支援 
人/月 0 0 1 1 1 

放 課 後 等    

デイサービス 
人/月 278 283 293 303 313 

保育所等訪問支援 人/月 0 2 3 4 5 

居 宅 訪 問 型  

児童発達支援 
人/月 0 2 1 1 1 

【サービス見込量の考え方】 

令和元年度までの利用実績および令和 2 年度の見込数をもとに、利用者数の推移を踏まえて、

見込量を設定しました。 

 

【見込量の確保策の考え方】 

サービスの提供に向けて、事業者への情報提供や利用者からの相談に応ずる体制を整備する

とともに、民間事業者の活用を検討します。 
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第４部 計画の推進に向けて 
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第 4 部 計画の推進に向けて 
 

１ 推進体制の充実 

障害福祉計画および障害児福祉計画を推進するため、その中心的な役割を担う青梅市障害者

地域自立支援協議会（以下「自立支援協議会」という。）の充実を図るとともに、具体的な施

策実現のため、必要な連携に努めます。 

 

【自立支援協議会の所掌事務】（青梅市障害者地域自立支援協議会設置要綱から抜粋） 

（１）分野を超えた地域のネットワーク（顔と顔が見える関係）づくりに関すること。 

（２）障害のある人、支援する機関等が抱える潜在化した問題を顕在化させることで、見えてくる困難

な課題への対応の在り方に関すること。 

（３）障害者計画の実施状況の検証および評価に関すること。 

（４）中立性、公平性を確保しつつ、相談支援事業の有効性や問題点を評価すること。 

（５）障害のある人およびその家族を支える地域における制度や仕組み等支援の連携に関すること。 

（６）社会資源の開発および改善に関すること。 

（７）その他協議会において必要と認めること。 

   また、本計画を推進し、障害のある方が住み慣れた地域でともに生活し、活動できる社会を

実現していくためには、市民をはじめ、障害者団体、ボランティア団体、社会福祉協議会、民

生委員・児童委員など多くの地域関係団体・機関の参加と行動が不可欠であることから、それ

らの関係団体・機関と相互に連携を図り、計画を推進していきます。 

２ 計画の実施状況の点検・評価 

計画の進み具合や実施状況を、分かりやすく点検し、その結果を検討し評価をする作業を自

立支援協議会が行う際に、民間企業等が、製品の品質向上や経費削減を検討する際に広く用い

ている「ＰＤＣＡサイクル」の考え方を利用します。 

「ＰＤＣＡサイクル」とは、計画（Ｐｌａｎ）を実行（Ｄｏ）し、評価（Ｃｈｅｃｋ）して

改善（Ａｃｔｉｏｎ）に結び付け、その結果を次の計画に生かすプロセスのことです。計画の

実施状況の点検では、計画推進のための実施方法の検討が（Ｐｌａｎ）で、実施が（Ｄｏ）と

なります。 

このような考えのもとで、計画推進のため、「ＰＤＣＡサイクル」によるマネジメントの考

え方を活用して、今回の計画の実施状況について、自立支援協議会において、毎年、点検・評

価を行い、その結果を公表します。 

そして、自立支援協議会の評価結果を踏まえ、障害のある方々のニーズに沿ったサービス体

制の見直し、必要なサービスの創設などの検討を行い、個々人に対応する極め細やかな施策（計

画）が進められるように努力します。 
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 図 ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ 
障害者計画・障害福祉計
画策定にあたって、基本
的な考え方を示し、施策
やサービス見込み量を設
定します。 

Ｄｏ 
計画の内容を踏まえて、
各施策およびサービス
を実施します。 
 

（実行） 

市
・
事
業
者
等 

Ａｃｔｉｏｎ 
中間評価等の結果を踏ま
えて、必要に応じて障害者
計画および障害福祉計画
の見直しを行います。 

（改善） 
市
・
事
業
者
等 

Ｃｈｅｃｋ 
各施策の年間実績を把握し、
社会情勢やニーズの動向を
把握しながら、障害者計画の
見直し等を行います。障害福
祉計画については、国の方
針に基づき、評価と改善計画
の作成を行います。 

（評価） 

自立支援協議会 

当事者のニーズの把握 自 立 支 援 協 議 会 の 
各 専 門 部 会 

青梅市民 

（計画） 

青 梅 市 

保健医療関係者 学識経験者 

障害当事者または家族 

事業者の代表 

民生・児童委員 

学校教育関係 

自立支援協議会 
の代表 
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３ サービス提供事業者の確保 

障害者の社会参加の促進・障害福祉サービスの充実のため、新たな社会福祉法人やＮＰＯ法

人、民間サービス事業者の参入が考えられるため、必要な障害福祉サービスが提供されるよう、

新たな事業所の参入支援を行うとともに、既存の事業者の育成、サービス提供事業者の安定確

保に努めます。 

 

4 サービス提供事業者の質の向上 

適切かつ質の高い障害福祉サービスが提供されるよう、サービス提供事業者への情報提供や

連絡協議会などを行い、質の向上に努めます。 

 

5 国・東京都・周辺自治体との連携 

施策等を推進するに当たっては、国や東京都の補助金および制度を積極的に活用して、その

充実を図るとともに、より効果的に施策を推進するために周辺自治体との連携に努めます。 

 

 



資料３-１

必要がない
当面、定員・施設増の必要はないが、
定員・施設増を検討する必要がある

一定程度の必要がある

(１) 定員・施設増の必要がない施設 (２) 定員・施設増を検討する必要がある施設 (３) 一定程度の必要がある施設
・重度の身体障害者または身体障害と知的障害の重複する障
害者以外の入所施設

・重度の身体障害者または身体障害と知的障害の重複する障
害者のための入所施設

・主に知的障害者以外の日中活動支援施設 ・主に知的障害者のための日中活動支援施設

・主たる対象が精神障害者である障害者グループホーム ・主たる対象が精神障害者以外の障害者グループホーム

・重度の身体障害者または身体障害と知的障害の重複する障
害者以外の入所施設

・重度の身体障害者または身体障害と知的障害の重複する障
害者のための入所施設

・主に知的障害者以外の日中活動支援施設
・主に知的障害者のための日中活動支援施設（重度の身体障
害者または身体障害と知的障害の重複する障害者のためのも
のを除く。）

・重度の身体障害者または身体障害と知的障害の重複する障
害者のための日中活動支援施設

・主たる対象が精神障害者である障害者グループホーム
・障害者グループホーム（重度の身体障害者または身体障害
と知的障害の重複する障害者のためのものおよび主たる対象
が精神障害者であるものを除く。）

・重度の身体障害者または身体障害と知的障害の重複する障
害者のための障害者グループホーム

現行

改正案

比較的軽度の方
重度の方・重複障害の方
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差 引

青梅市民
青梅市民

以外
計(b) (a-b)

21 20 1 21 0
277 78 167 245 32

日中活動 315 112 199 311 4
支援施設 20 13 8 21 ▲１

350 214 129 343 7
18 18 6 24 ▲６

※網掛けは「重度の方」の利用が多い施設

●グループホーム

　①　市内グループホームの利用状況（令和２年９月実績）

身体 知的 精神 計
定員に対
する比率 身体 知的 精神 計

定員に対
する比率

20 45 298 11 82 5 98 32.9% 3 128 37 168 56.4% 32

　②青梅市援護者のグループホーム入居状況（令和元年度実績）

市内施設
定員

他市援護 空き

298 98 53.8% 166 34
32.9% 55.7% 11.4%

西多摩 26 14.3%
多摩地区 37 20.3%
区部 5 2.8%
関東 12 6.6%
東北・北海道 4 2.2%

小　計 84 46.2%
計 182

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

就労移行支援

グループホーム（重度）

グループホーム（中軽度）

青梅市内

空き

障害者グループホームおよび日中活動施設の状況

グループホーム

青梅市援護

ユニッ
ト数 定員

青梅市援護の入居者 他市援護の入居者
法人数

区　　分

市　内　施　設

　【表１】市内事業所の利用状況について　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

※「利用者の内訳」の「青梅市民以外」は令和２年９月末実績、それ以外は令和元年度末実績

定員(a)

利 用 者 の 内 訳

生活介護

青梅市援

護入居者, 
32.9%

他市援護入

居者, 55.7%

空き, 
11.4%

市内グループホームの援護地別利用状況

（令和2年9月実績）

14 16
23

17 18

10
3 3 4 5

9
2

7
4 6 5

13

20 0 1 2 2 0
3 2 0

4 2 12 1 1 0 0 0
0

5

10

15

20

25

6 5 4 3 2 1

障害支援区分

障害者グループホームの利用者障害支援区分の状況（令和元年度実績）

青梅市内 西多摩 多摩地区 区部 関東 東北・北海道

身体, 
11, 

11%

知的, 
82, 

84%

精神, 
5, 5%

市内グループホームの障害種別

（令和2年9月実績）
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資料３－１

●日中活動施設

　①障害種別の利用状況

　②生活介護の利用状況

市内施設定員 他市援護 空き

315 112 45.2% 199 4
35.6% 63.2% 1.3%

西多摩 61 24.6%
多摩地区 20 8.0%
区部 5 2.0%
関東 26 10.5%
東北・北海道 24 9.7%

小　計 136 54.8%
計 248

　②就労継続支援Ａ型

市内施設定員 他市援護 空き

20 13 37.1% 8 ▲ 1
65.0% 40.0% -5.0%

西多摩 1 2.9%
多摩地区 19 54.3%
区部 0 0.0%
関東 2 5.7%
東北・北海道 0 0.0%

小　計 22 62.9%
計 35

　③就労継続支援Ｂ型

市内施設定員 他市援護 空き

350 214 66.0% 129 7
61.1% 36.9% 2.0%

西多摩 48 14.8%
多摩地区 54 16.7%
区部 3 0.9%
関東 5 1.6%
東北・北海道 0 0.0%

小　計 110 34.0%
計 324

　④就労移行支援

市内施設定員 他市援護 空き

18 18 25.7% 6 ▲ 6
100.0% 33.3% -33.3%

西多摩 6 8.6%
多摩地区 43 61.4%
区部 1 1.4%
関東 2 2.9%
東北・北海道 0 0.0%

小　計 52 74.3%
計 70

就労継続支援Ｂ型

青梅市援護

生活介護

青梅市援護

青梅市内

就労継続支援Ａ型

青梅市援護

青梅市内

青梅市内

就労移行支援

青梅市援護

青梅市内

28%

71%

1%

生活介護障害別

身体

知的

精神

45%

25%

8%

2%

10%

10% 生活介護地域別

青梅市内

西多摩地区

多摩地区

区部

関東

東北・北海道

37%

3%
54%

0%
6%

0%
就労Ａ型地域別

青梅市内

西多摩地区

多摩地区

区部

関東

東北・北海道

66%
15%

17%

1%
1%

0%
就労Ｂ型地域別

青梅市内

西多摩地区

多摩地区

区部

関東

東北・北海道

26%

9%61%

1%
3% 0% 就労移行地域別

青梅市内

西多摩地区

多摩地区

区部

関東

東北・北海道

14%

32%54%

就労Ａ型障害種別

身体

知的

精神

2%

74%

24%

就労Ｂ型障害種別

身体

知的

精神

8%

29%
63%

就労移行障害種別

身体

知的

精神

79%

6% 8%

7%
身体障害者

生活介護

就労Ａ型

就労Ｂ型

就労移行

39%

2%
54%

5%

知的障害者

生活介護

就労Ａ型

就労Ｂ型

就労移行

2%

13%

55%

30%

精神障害者

生活介護

就労Ａ型

就労Ｂ型

就労移行

2



資料8-2

令和２年度 市内における虐待通報等の状況

区分 内訳
認定の
有無

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

養護者 Ｅ 1

障害者福祉施
設従事者等

Ａ Ｂ Ｃ Ｆ 4

使用者 Ｄ 1

養護者 Ｅ 1

障害者福祉
施設従事者等

Ｆ 1

使用者 Ｄ 1

認定有

認定無

認定有 Ａ Ｂ 2

認定無 Ｃ 1

認定有

認定無

通報件数

調査対応中

調査対応終了

養護者

障害者福祉
施設従事者等

使用者



資 料 ５  
青 梅 市 障 害 者 差 別 解 消 条 例 の 策 定 に つ い て  
１  国 ・ 都 の 動 向  
 『 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に 関 す る 法 律 』  

 

『 東 京 都 障 害 者 へ の 理 解 促 進 及 び 差 別 解 消 の 推 進 に 関 す る 条 例 』 

 
 
 
２  現 在 ま で の 市 の 対 応  

『 青 梅 市 職 員 の 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に 関 す る 対  
応 要 領 』  

 
 
３  差 別 解 消 ・ 権 利 擁 護 部 会 で の 協 議 、 意 見 聴 取  

別 紙  



４  条 例 名 称 （ 仮 称 ）、 前 文 （ 案 ）  
「 だ れ も が そ の 人 ら し く 暮 ら し 味 わ い の あ る 生 活 を 送 れ る ま ち

青 梅 市 条 例 」  
 
（ 前 文 ）  

青 梅 市 は 、す べ て の 市 民 が 等 し く 基 本 的 人 権 を 享 有 す る 個 人 と し

て 尊 重 さ れ 、そ の 尊 厳 に ふ さ わ し い 生 活 を 保 障 さ れ る 権 利 を 有 す る

と い う 認 識 に 立 ち 、障 害 の 有 無 に か か わ ら ず 、地 域 で 共 に 支 え あ い

な が ら 、安 心 し て 心 豊 か に 暮 ら す こ と の で き る 地 域 社 会 の 実 現 を 目

指 し て い ま す 。  

し か し な が ら 、今 な お 、障 害 の あ る 人 は 、日 常 生 活 や 社 会 生 活 に

お い て 、周 囲 の 障 が い お よ び 障 が い 者 へ の 理 解 不 足 や 偏 見 、誤 解 に

よ り 不 利 益 な 扱 い を 受 け た り 、配 慮 が 不 十 分 な 社 会 の 仕 組 み の た め 、

様 々 な 不 自 由 に 直 面 し た り 、社 会 の 障 壁 に よ り 生 き づ ら さ を 感 じ た

り 、 社 会 へ の 活 動 や 参 加 が 十 分 に 行 え て い な い 実 情 に あ り ま す 。  

青 梅 市 は 、障 害 の あ る 人 の 権 利 の 擁 護 等 に 関 す る 理 念 が す べ て の

市 民 に 浸 透 し 、障 害 の あ る 人 も な い 人 も 同 じ 地 域 社 会 の 一 員 と し て 、

互 い に 尊 重 し あ い 、支 え あ い 、い つ ま で も 安 全 に 、安 心 し て 心 豊 か

に 暮 ら せ る 青 梅 市 を 目 指 し て 、 こ の 条 例 を 制 定 し ま す 。  
 
 
５  今 後 の 予 定  

１ ２ 月  条 例 の 素 案 策 定  

１ 月  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 実 施  
２ 月  自 立 支 援 協 議 会 の 意 見 聴 取  
２ 月  条 例 制 定  議 会  議 案 作 成  
３ 月  議 会  

 


